
行政運営への信頼回復にむけて

国保事務処理ミスを受けて、その事後対応策を講じて、市民の信頼回復にむけ
て、早急に取り組む必要がある。

次の２点について、７月中に取り組む。6/28の本会議終了時の市長挨拶の中で
表明

「国民健康保険事業特別会計において発生した交付金の申請ミスにつきまして、あらため
てお詫び申し上げます。今後このようなことが起こらないよう再発防止を徹底するための
方針等を７月中に取りまとめ、あらためてご報告させていただきます。」

◆再発防止のための方針をまとめる

再発防止方針は、地方自治法に基づく内部統制体制の整備で行う（次頁参照）

・・・その際、内部統制を総括する部署を設置し、リスク対策を講じる

※地方自治法第150条
都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適
合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。市町村は努力義務。
一 財務に関する事務その他総務省令で定める事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務と

して当該市町村長が認めるもの
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